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令
和
八
年
度
予
算
が
決
定 

子
ど
も
子
育
て
支
援
金
が
導
入
さ
れ
ま
す 

  

当
健
康
保
険
組
合
の
令
和
八
年
度
予
算
が
二
月
二
〇
日
に
開
催
さ

れ
ま
し
た
組
合
会
に
お
い
て
決
定
い
た
し
ま
し
た
。 

 

被
保
険
者
全
員
を
対
象
と
す
る
一
般
勘
定
予
算
は
一
三
八
、
一
七

八
千
円
、
４
０
歳
以
上
６
５
歳
未
満
の
被
保
険
者
を
対
象
と
す
る
介

護
勘
定
予
算
は
一
三
、
〇
五
四
千
円
、
新
た
に
導
入
さ
れ
る
子
ど
も

子
育
て
支
援
金
勘
定
予
算
は
二
、
八
六
八
千
円
、
合
計
一
五
四
、
一

〇
〇
千
円
と
、
前
年
よ
り
９
．
３
％
増
の
予
算
と
な
っ
て
い
ま
す
。 

 

令
和
八
年
度
一
般
勘
定
予
算
は
支
出
面
で
は
前
期
高
齢
者
納
付

金
・
後
期
高
齢
者
支
援
金
と
も
に
増
加
、
保
険
給
付
費
も
診
療
報
酬

の
改
定
や
現
況
の
高
齢
者
療
養
給
付
費
増
を
反
映
し
大
き
く
増
加
、

一
方
で
保
険
事
業
費
は
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
導
入
初
期
費
用
が
無
く
な
り

前
年
対
比
で
減
少
す
る
見
込
み
、
保
険
料
収
入
は
加
入
者
数
が
減
少

す
る
も
の
の
標
準
報
酬
総
額
は
増
加
し
前
年
対
比
で
増
加
す
る
見
込

み
で
令
和
七
年
度
予
算
よ
り
６
．
５
％
増
の
予
算
と
な
り
ま
し
た
。 

 

収
入
で
は
健
康
保
険
料
収
入
が
、
前
年
よ
り
８
．
２
％
増
の
一
二

四
、
八
六
一
千
円
、
財
政
調
整
事
業
交
付
金
が
前
年
よ
り
条
件
が
厳

し
く
な
っ
た
こ
と
に
よ
り
六
四
四
千
円
減
の
〇
円
、
支
出
で
は
事
務

所
費
が
３
．
３
％
減
の
一
一
、
二
三
三
千
円
、
保
険
給
付
費
が
２
４
．

３
％
増
の
七
二
、
五
四
六
千
円
、
納
付
金
が
１
７
．
３
％
増
の
三
七
、

〇
三
〇
千
円
、
保
健
事
業
費
が
１
５
．
１
％
減
の
九
、
三
八
三
千
円

と
な
っ
て
い
ま
す
。
介
護
保
険
勘
定
予
算
に
つ
い
て
は
納
付
金
支
払

が
前
年
度
予
算
よ
り
１
６
．
６
％
増
の
一
三
、
〇
五
四
千
円
の
見
込

み
、
子
ど
も
子
育
て
支
援
金
勘
定
に
つ
い
て
は
支
援
金
収
入
が
標
準

報
酬
月
額
の
２
．
３
‰
（
保
険
者
と
事
業
者
で
折
半
、
今
年
度
は
決

算
期
間
調
整
あ
り
）
で
二
、
八
一
八
千
円
、
支
援
納
付
金
は
２
．
０

０
４
１
１
‰
で
二
、
六
八
〇
千
円
と
見
込
ん
で
い
ま
す
。 
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富士車輌健康保険組合 

 

一般勘定 

 令和８年度 収入支出予算（予算高 154,100千円） 

前年度繰越金  

10,050 千円 

 7.3％ 

介護勘定 

収 入 

13,054 

千円 

 

保険料収入 

11,353 千円 

87.0％ 

前年度繰越金等  

1,701 千円  

13.0％ 

子ども勘定 

支 出 

2,868 

千円 

予備費  

188 千円  

6.6％ 

保険給付費 

72,546 千円 

52.5％ 

収 入 

2,868 

千円 

 

一般勘定受入  

50 千円  

1.7％ 

収  入 

138,178 

千円 

調整保険料 1,940 千円  1.4％ 

雑収入・国庫補助金  1,327千円  0.9％ 

2026年 3月 25 日 

納付金 

37,030 千円 

26.8％ 

事務所費  

11,233 千円 

8.1％ 支 出 

138,178 

千円 

予備費  

5,337 千円  

3.9％ 

保健事業費他  

12,032 千円 

8.7％ 

支 出 

13,054 

千円 

納付金 

13,054 千円 

100％ 

保険料収入 

124,861 千円 

  90.4％ 

納付金 

2,680 千円 

93.4％ 

支援金 

2,818 千円 

98.3％ 

（保健事業費 

9,383千円） 
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 本年度の特定健診の実施についてお知らせします。特定健診は、保険者（健康保険組合）に義務付けら

れており、満 40歳以上の方は全員受診する必要があります。 

被保険者の方は、会社の定期健診（事業主健診）もしくは健康保険組合の自動化健診（人間ドック）の

いずれかを受診されておられるはずです。健診内容には特定健診の検査項目がすべて含まれていますので、

健診結果を健康保険組合にご提供いただきます。改めて受診する必要はありません。 

今回実施します特定健診は、令和 8年 4月 1日現在の加入者で、今年度中に 40歳以上 74歳以下の年齢

に達する被扶養者（配偶者）の方が対象となります。但し、健康保険組合の自動化健診（人間ドック）を

受診される被扶養者の方は、健診内容に特定健診の検査項目がすべて含まれていますので受診する必要は

ありません。 

 当健康保険組合は、被扶養者の方がお近くの医療機関で特定健診を受診できるよう、ウェルネス・

コミュニケーションズ㈱（以下ウェルネスとします）に健康診断業務を委託しております。 

 ６月下旬頃に、ウェルネスより直接、被扶養者の方宛に健康診断のご案内が送付されてきますので、

内容をご確認下さい。 

受診には健診予約センターでの事前予約が必要となります。予約方法は、電話の他に、便利なイン

ターネット（パソコン・スマホ）もあります。医療機関リストよりご希望の医療機関を選んで、ウェ

ルネスの予約センターで予約をして下さい。健康保険組合では健診の予約はできません。 

 予約が完了しますと、ウェルネスより受診案内が送られてきますので、内容をご確認の上、受診日

当日までに問診の回答をお願いいたします。 

 受診当日は直接医療機関へお越しいただき、健康診断を受診して下さい。 

 受診後、医療機関より直接、被扶養者の方宛に健康診断結果が送られます。また、同時に健診結果

は健康保険組合にも提供されますのでご了承願います。 

 今回の健康診断は、強制ではありません。しかし、はじめのうちは自覚症状のほとんどないまま進

行していく生活習慣病を予防するためにはライフスタイルの見直しが大切です。ご自身のため、ご家

族のためにも、年に 1度は健康診断を受けていただきますようお願いいたします。 

健診概要 

１．健診機関  ウェルネス・コミュニケーションズ㈱が契約している全国の医療機関 

２．健診方法  ウェルネス・コミュニケーションズ㈱の予約センターで予約の上、受診する 

３．予約期間  令和 8年 7月～令和 9年 2月（予定） 

４．健診期間  令和 8年 7月～令和 9年 3月（予定・要予約） 

５．健診項目  身体測定 腹囲測定 血圧測定 尿検査 医師診察 心電図 眼底検査 血液検査 

６．費  用  無料（医療機関で特定健診項目以外のオプション項目を申込みされ、受診された場合は

自己負担となります。また、ウェルネスではオプション項目の申込みはできません。） 

特定健診についてのお尋ねは 077-582-8755 当健康保険組合までお願いします。 

 

 

 

 

 

各種手続き用紙がダウンロードできますのでご利用ください。 

特定健診（被扶養者対象）の実施について 

・特定保健指導がはじまります 

ホームページ更新のお知らせ 

・特定保健指導がはじまります 富士車輌健康保険組合のホームページアドレス http://www.fujisyaryo-kenpo.or.jp/ 
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◎ 介護保険料率が １６／１０００となります。（事業主・被保険者折半） 

（１） 当組合の令和８年度に徴収すべき介護保険料 

① 令和 8年度の介護納付金                         13,054千円 

② 令和 8年度の還付金                               0千円 

③ 7年度から 8年度に繰入する金額                    1,700千円 

④ 準備金からの繰入金額                                              0千円 

⑤ 雑収入                                 1千円 

  令和 8年度に徴収すべき介護保険料の合計  ①＋②－③－④－⑤    11,353千円 

   （２） 介護保険制度の第２号被保険者である被保険者の標準報酬総額       798,356千円 

（３） 令和 8年度に徴収すべき介護保険料の合計を第２号被保険者である被保険者の標準 

    報酬総額で割ると１４．２２／１０００となるが健康保険組合連合会から予算編成 

で示された参考料率が１６．２２／１０００であったため１６／１０００とする。 

 

 

 

 

 

今年も下記の通り自動化健診を実施いたします。 

  すでに、サイボウズの「健康保険組合からのお知らせ」もしくは健保組合ホームページで配信してお

りますが、受診を希望される方は、申込書をプリントアウトし、必要事項を記入の上、期日までに申し

込んで下さい。 

  なお 健診結果は、高齢者医療確保法に基づき健康保険組合に義務付けられている特定健康診査およ

び労働安全衛生法に基づく事業主健診の結果として、健康保険組合および事業主が利用しますのでご了

承願います。 

  被保険者の方の利便性を考慮し、事業主（会社）と調整の結果、健診料（一部負担金は）は給与から

天引きさせていただきます。 

記 

１． 対象者及び健診料 ( 一部負担金 ) 

     ３５歳（2026.3.31現在）以上の被保険者    ６,０００円 

     ４０歳（2026.3.31現在）以上の配偶者    １２,０００円 

２． 実施時間 

     ２０２６年５月以降を予定しています。 受診日は決定次第申込者にお知らせします。 

  ３．申し込み 

     ２０２６年３月１２日～３月２５日の期間に申し込んで下さい。健診料（一部負担金）は、給

与天引きとなりますので、健診料を添えて申し込んでいただく必要はありません。 

 

自動化健診（人間ドック）の実施について 

令和８年度の介護保険料率について 


